
1 
 

 

ガイダンスノート：CDP-ICLEI Trackを用いた、世界首長誓約のエネルギ

ーアクセスと貧困のピラーにおける報告 

目次 
EAPP評価（質問 3.1～3.4）………………………………………………………………………………………………….…2 

 持続的なエネルギー属性（質問 3.1～3.2）…………………………………………………………….……2 

 安価なエネルギー属性（質問 3.3） ……………………………………………………………………….……5 

 安定供給エネルギー属性（質問 3.4）…………………………………………………………………………5 

     EAPP目標（質問 6.1）……………………………………………………………………………………………………………6 

 持続的なエネルギー属性…………………………………………………………………………………………...…6 

 安価なエネルギー属性…………………………………………………………………………………………….…….8 

 安定供給エネルギー属性…………………………………………………………………………………………………9 

EAPP計画（質問 7.1a、8.1、9.1）……………………………………………………………………………………………10 

付録………………………………………………………………………………………………………………………………………………14 

Annex ................................................................................................................................................ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAPP評価バッジ段階での報告方法 
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本書のこのセクションでは、エネルギーアクセスと貧困のピラーの「評価」バッジ

段階における報告手順について説明しています。最初のステップとして、本書最後

にある付録の図 1.で、地域属性、これらに該当する GCoM 地域、これら地域が取り

組 ん だ CRF 要 件 を ご 確 認 く だ さ い 。 

 

質問 3.1 

• - すべての地域指標について、報告都市は、4 欄にエネルギー評価のリンクまたは添

付資料を、5欄にエネルギー評価の説明を記載しなければならない。 

 

持続可能なエネルギーの属性指標における報告 

• 持続可能なエネルギーの地域属性で「再生可能エネルギー源により発電された電力

の消費量」の指標を選択した場合は、質問 3.1の 1、2、4番目の列で正しいデータを

報 告 す る 必 要 が あ り ま す 。

 
• 持続可能なエネルギーの地域属性で「区域内で消費される熱エネルギー（熱/冷熱）

の供給源構成」の指標を選択した場合は、質問 3.1b の 3 番目の列で「熱（暖房と冷

房）消費の構成データ」を選択してください。 
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また、貴自治体で実施されたエネルギー関連の評価についても 4 番目の列で回答し

てください。本書の「質問 3.1b」セクションに記載されるステップに従い、本指標

に関する報告を行う必要があります。 

 
 

• 持続可能なエネルギーの地域属性で「区域内にある再生可能エネルギー源の設置済

み発電能力」または「区域内にある再生可能エネルギー源を用いた総発電量」のい

ずれかの指標を選択した場合は、質問 3.1c の 3 番目の列で「エネルギー生成の構成

データ」を選択してください。また、貴自治体で実施されたエネルギー関連の評価

についても 4番目の列で回答してください。本書の「質問 3.1c」セクションに記載さ

れるステップに従い、本指標に関する報告を行う必要があります。 

 

 

質問 3.1b  

• 持続可能なエネルギーの地域属性で「区域内で消費される熱エネルギー（熱/冷熱）の供

給源構成」の指標を選択した場合は、本書の「質問 3.1」セクションに記載されるこの指
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標における最初の手順に従った後、1番目の列で値を入力の上、3～15番目の列で貴自治

体の既存エネルギー消費源に関する値を報告してください。 

• すべての関連する「…により発電された電力の総消費量の割合（%）」欄に入力してくだ

さい（データが入手可能である場合）（3～15 番目の列）。データが入手できない場合は、

空欄のままで構いません。そのエネルギー源を使用した熱エネルギーを消費していない

場合は「0」を入力します。入力したパーセンテージの合計が 100%になるようにしてく

ださい 
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質問 3.1c 

• 持続可能なエネルギーの地域属性で「区域内にある再生可能エネルギー源の設置済

み発電能力」の指標を選択した場合は、本書の「質問 3.1」セクションに記載される

この指標における最初の報告手順に従った後、すべてのエネルギー源に対して値（1

番目の列）または有効な注釈記号（2番目の列）を報告してください。「空欄」、「0」

または「推定されていない（NE）」と報告することは、EAPP 評価バッジでは認めら

れていません。 

 
 

• 持続可能なエネルギーの地域属性で「区域内にある再生可能エネルギー源を用いた総発

電量」の指標を選択した場合は、本書の「質問 3.1」セクションに記載されるこの指標に

おける最初の報告手順に従った後、すべてのエネルギー源に対して値（3 番目の列）ま

たは有効な注釈記号（4 番目の列）を報告してください。「空欄」、「0」または「推定さ

れていない（NE）」と報告することは、EAPP評価バッジでは認められていません。 
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質問 3.2 

• 持続可能なエネルギーの地域属性で「クリーンな調理用燃料と技術にアクセスでき

る自治体内の世帯の割合（%）」の指標を選択した場合は、この指標に対して正しく

報告できるよう、1 番目の列に値を入力してください。「推定されていない（NE）」

と報告することは認められていません。 

 

 

 

安価なエネルギーの属性指標における報告 

質問 3.3 

• 安価なエネルギーの地域属性で「自治体区域内で収入の最大 X%をエネルギーサービスに

費やす世帯または人口の割合（%）」の指標を選択した場合は、1 番目の列で「エネルギ

ー貧困に直面している自治体区域内の世帯の割合（%）」または「エネルギー貧困に直面

している自治体区域内の人口の割合（%）」のいずれかを選択し、2 番目と 3 番目の列に

値を入力してください。 

 



7 
 

 

 

安定供給エネルギーの属性指標における報告 

質問 3.4 

• 安定供給エネルギーの地域属性で「電力を利用できる自治体内の人口または世帯の割合

（%）」の指標を選択した場合は、1 番目の列/1 番目の行で「報告に利用できるデータ」

を選択し、2番目と 3番目の列に値を入力してください。 

 
 

• 安定供給エネルギーの地域属性で「電力が利用可能な平均時間」の指標を選択した場合

は、1番目の列/2番目の行で「報告に利用できるデータ」を選択し、2番目と 3番目の列

に値を入力してください。 
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• 安定供給エネルギーの地域属性で「1人あたりの年間平均エネルギー消費量」の指標

を選択した場合は、この指標に対して正しく報告できるよう、1番目の列/3番目の行

で「報告に利用できるデータ」を選択し、2番目と 3番目の列に値を入力してくださ

い。 
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EAPP目標バッジ段階での報告方法 

 

本書のこのセクションでは、エネルギーアクセスとエネルギー貧困のピラーの「目標」バッ

ジ段階における報告手順について説明しています。本書最後にある付録の図 2.で、地域属性、

これらに該当する GCoM地域および特定目標、これら地域が取り組んだ CRF要件をご確認く

ださい。 

 

質問 6.1 

EAPP一般目標における報告 

• すべての地域エネルギー属性と関連するすべての自治体は、報告対象となる一般目

標を選択する必要があります 

o 一般目標： 地方自治体は、SDG7 に沿ったエネルギーへの普遍的なアクセス

に向けて、エネルギー アクセスの増加や、エネルギー貧困の緩和のための比

較可能な定量的目標を掲げなければなりません。目標は、選択した基準年と

比較した 2030 年のエネルギー アクセスの推定増加率やエネルギー貧困の推

定減少率（%）とします。 
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EAPP特定目標における報告： 

• また、自治体は、GCoM地域により選択された地域エネルギー属性と関連する 1つ以

上の特定目標に対する報告も行う必要があります。本書の最後にある付録の図 2.で、

特定目標リストとこれらに該当する地域属性をご確認ください。 

 

A) 持続可能なエネルギー属性における加盟自治体の報告 

1. 貴自治体の GCoM 地域が持続可能なエネルギーのエネルギー属性を選択した場合は、

貴自治体は 1 番目の列で次の特定目標を 1 つ以上選択し、これについて報告する必

要があります。 

o 区域内にある再生可能エネルギー源(RES)の設置済み発電能力を増やす  

o 区域内にある RESを用いた電力の総発電量を増やす 

o RESを用いて発電されたエネルギーの消費量を増やす 

o クリーンな調理用燃料と技術にアクセスできる自治体内の世帯の割合を増や

す 

o 貴自治体で消費される熱エネルギー（熱と冷熱）源構成の環境配慮の度合い

を改善する 

• また、以下に赤線で囲まれた目標の種類内の目標についても報告することができま

す 。

 
• また、「エネルギー貧困/エネルギーアクセス目標」に記載される次の目標について

も報告できます。 
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*「その他のエネルギー貧困/エネルギーアクセス目標の種類について、具体的にお答えください」

オプションを使い、「貴自治体で消費される熱エネルギー（熱と冷熱）源構成の環境配慮の度合

いを改善する」の特定目標について報告してください 

 

2. さらに、次の列でもデータを報告する必要があります。 

a. 目標が再生可能エネルギーである場合：3、5、6、7、8、9、10番目の列。 

b. 目標が再生可能エネルギーではない場合：3、5、7、8、9、10番目の列。 

 

3. また、9 番目の列では、目標年が報告年以降の年であること、目標指標がパーセンテー

ジで回答されていることを確認してください。 

 

4. 最後に、質問 6.1 の 10 番目の列[目標年値]では、GCoM 誓約自治体は基本年からの増減を変

化率（%）で報告する必要があります。例：2010 年と比較して 50%の減少/増加。これは、エ

ネルギーアクセスと貧困の柱における GCoM検証要件です。 
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B)  安価なエネルギー属性における加盟自治体の報告 

1. 貴自治体の GCoM 地域が安価なエネルギーのエネルギー属性を選択した場合は、貴自治

体は 1番目の列で次の目標を 1つ以上選択し、これについて報告する必要があります。 

a. エネルギー貧困に直面している自治体区域内の世帯または人口の割合を縮小する 

b. 建物のエネルギー効率を改善する 

• また、「エネルギー効率」の目標の種類からいずれかの目標を選択できます。 

 
 

• さらに、「エネルギー貧困/エネルギーアクセス目標」の目標の種類から、強調表示

される目標について報告することもできます 
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2. 加えて、「安価なエネルギー属性」の「目標」バッジ段階で正しく報告できるよう、3、

5、7、8、9、10 番 目 の 列 に 値 を 入 力 す る 必 要 が あ り ま す 。 

 

 
 

 

C) 安定供給エネルギー属性における加盟自治体の報告 

 

1. 貴自治体の GCoM 地域が安定供給エネルギーのエネルギー属性を選択した場合は、貴自

治体は1番目の列で次の目標を1つ以上選択し、これについて報告する必要があります。 

a. 基準年と比較して、2030年までに利用可能な電力の平均時間を増加する 

b. 基準年と比較して、2030 年までに電気を利用できる人口または世帯の割合を増

やす 

c. 1 人あたりの年間平均エネルギー消費量を（使用されるエネルギーサービスのレ

ベルと品質に影響を与えることなく）改善する 

 

 

• また、「エネルギーアクセスへの対応」や「その他のエネルギー貧困/エネルギーアクセ

ス目標の種類について、具体的にお答えください」（その他のエネルギー貧困/エネルギ

ーアクセス目標の種類が安定供給エネルギーと関連している場合）の目標の種類に対す

る報告を行うこともできます。 
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2. 加えて、「安定供給エネルギー属性」の「目標」バッジ段階で正しく報告できるよう、3、

5、7、8、9、10番目の列に値を入力する必要があります。 
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EAPP計画 

*EAPP「計画」バッジ段階は、選択された地域のエネルギー属性にかかわらず、同様に報告され

ます。 

質問 7.1  

• 「はい、私たちの自治体には、気候行動計画または戦略があります」を選択してくださ

い。 

 
質問 7.1a 

• 1 番目の列で、エネルギー関連計画と関連した次のオプションを 1 つ以上選択してくだ

さい。 

o 統合された気候計画（緩和策、適応策、そしてエネルギー関連問題への対応を含

む） 

o 統合された気候計画（緩和とエネルギーに対応） 

o 統合された気候計画（適応とエネルギーに対応） 

o エネルギー関連計画のみ 

 

 

 

 

 

• EAPP の「計画」バッジ段階でエネルギー関連計画を正しく提出し、これに対して報告で

きるよう、2、3、4、5、7、9、10、11、12番目の列で値を報告する必要があります。 
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17 
 

質問 8.1 

• EAPP の「計画」バッジ段階でエネルギー関連行動を報告するには、最初に 1 番目の

列で行動を入力する必要があります。「その他、具体的にお答えください」を選択し

て、リストオプションでエネルギー関連の行動を入力し、表示されたテキストボッ

クスでその行動について報告してください。 

 

 

 

• また、要件を完全に満たし、エネルギー関連行動を完全に報告するには、3、5、11、

13、14番目の列に値を入力する必要があります（「エネルギーアクセスや貧困指標と

関連のない行動」を選択することは、認められていません）。 
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質問 9.1 

• EAPP の「計画」バッジ段階でエネルギー関連行動を報告するには、最初に 1 番目の列で

行動を入力する必要があります。1 番目の列のリストを開き、貴自治体が実行中のエネ

ルギー関連行動を選択してください。「定置型エネルギー」および「グリッド(配給網)に

供給されるエネルギーの生成」の行動の種類に記載される行動を報告することができま

す。または、これらの目標の種類リストには、貴自治体が行っている行動が記載されて

いない場合は、一番下までスクロールし、「その他、具体的にお答えください」を選択し、

表示されるテキストフィールドに貴自治体のエネルギー関連行動を報告することができ

ま す 。 

 

 
または  

 

     
          

• その後、2、9、12 番目の列に値を入力し、14 番目の列で「はい」を選択し、15 番目の

列で関連するエネルギー評価指標を選択する必要があります（「エネルギーアクセスや

貧困指標と関連のない行動」を選択することは、認められていません）。 
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Annex 
 

 

図 A CDP-ICLEIトラック経由の EAPP「評価」への報告方法：段階的 

 

 

EAPP バッジ段

階 

 

属性 

 

CRF 要件 

CDP-ICLEI 

Track 質問番

号 
 

評価 

一般原則 

 

 
 
 
 
 

評価一般原則 

 
 
 
 

地方自治体は、GCoM.への誓約後 2年

以内にエネルギーへのアクセスとエ

ネルギー貧困評価を作成し、提出す

る。 

 

評価においては 3つの重要エネルギー

属性を考慮した地方自治体のエネル

ギーへのアクセスとエネルギー貧困

状況について分析する: 

· エネルギーの確保 
· 持続可能なエネルギー 
· 手ごろなエネルギー 

 

 
 
 
 
 

該当なし  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価一般原則 

 
 
 
 

エネルギーへのアクセスとエネルギー

貧困評価では、各地域と国の誓約に

最も関連するエネルギーの属性に関

する情報を含めます。地域と国ごと

の属性は共通報告枠組みの地域化さ

れたバージョンから入手することが

でき、地域／国の誓約ヘルプデスク

により伝えられます。 

 

評価には、地方自治体の個別の地域

／国の誓約に関連する各エネルギー

属性において少なくとも 1つの必須

指標を含めます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

下記を参照 

 
 
 

持続可能なエネルギー属性： 持続可能なエネルギー属性：日本、ラテンアメリカ、中東・北アフリカ、韓

国、中国、東アジアの GCoM地域・国別誓約は、自治体に対し、この属性について少なくとも一つの指標

を報告するよう求めている。 

 
 
 

評価 

持続可能なエネル 
ギー 

 
 
 
 
 
 
 

再生可能エネルギー源からのエネル

ギー消費（持続可能なエネル 
ギー指標） 

 

 
 

3.1 

地方の境界で消費される熱エネル 
ギーの混合源（冷暖房)（持続可能な

エネルギー指標） 

 

 
 

3.1 および 3.1b 

地方の境界内にある再生可能エネル

ギー源の設備容量（持続可能なエネ

ルギー指標） 

 

 
 

3.1 および 3.1c 

地方の境界内にある再生可能エネル

ギー源から生成された総エネルギー

（持続可能なエネルギー指標） 

 

 

3.1 および 3.1c 

file:///D:/Afra%20DTP/2023(03)/341576/target/Reporting%20Guidance%20for%20GCoM%202023-Annex_newly%20translation.docx%23_Annex
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クリーンな調理用燃料と技術を利用

できる自治体内の世帯率（持続可能

なエネルギー指標） 

 

 
 
 

3.2 

アフォーダブル・エネルギー属性： 東欧・中央アジア、欧州連合・西欧、北米、韓国、オセアニアの

GCoM地域・国別誓約書では、自治体がこの属性について報告することが求められている。 

 
 

評価 

 
 

手ごろなエネル 
ギー属性 

 
 
 

エネルギーサービスにおいて収入の

最大 X%を消費する都市の境界内にあ

る世帯または人口に占める割合（持

続可能なエネルギー指標） 

 

 
 
 
 

3.3 

エネルギー安全保障の属性： 南アジア、東南アジア、サハラ以南のアフリカ、東アジアの地域／国別

誓約では、自治体にこれらの属性に関する報告を求めている。 

 
 
 
 
 

評価 

 
 
 
 
 
 

エネルギーの確保 

 
 

自治体の人口または世帯で、電気を

利用できる人の割合（エネルギーの

確保指標） 

 

 
 

3.4 

平均的な電力使用可能時間（エネル

ギーの確保指標） 

 

 
 

3.4 

一人当たりの年間平均エネルギー消

費量（エネルギーの確保指標） 
 

 
 

3.4 

 

 

 

 

次の「ターゲットバッジ段階」における要件は選択されたすべての地域／属性について評

価します。 

 

EAPP バッジ段階 CRF 要件 CDP-
ICLEI 
Track 

質問

番号 
 
 

目標 

地方自治体は、「エネルギーの確保」、「手ごろなエネル

ギー」、および「持続可能なエネルギー」といった 3つに

区別されながらも相互に連結された属性となる複合的アプ

ローチを介して、各コミュニティに対してエネルギーへの

アクセスを促進させ、エネルギーの貧困を緩和する市全域

の目標を設定し、それについて報告する 

 
 

6.1 

 地方自治体は、国連の「持続可能な開発目標#7 (SDG 7) の

世界的なエネルギーアクセスコンポーネントに沿って目標

を設定し、GCoM に加盟後 2年以内に（GCoMメンバーで

ある署名者においては EAPPの施行後）、説明した 3つの

特徴においてエネルギーへのアクセスの促進とエネルギー

の貧困の緩和に対する目標を少なくとも 1つ、設定する。 

 
 
 
 
 
 

6.1 

 境界（地域的範囲）:対象となる境界は都市の境界と一致

していなければなりません。地方自治体は近隣の署名者と
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共同し目標を設定することができます。境界が都市の境界

より広い場合、その旨を明記する必要があります。 

 

6.1 

 目標の設定: 地方自治体は、SDG 7に沿ったエネルギーへ

の世界的なアクセスに向けたエネルギーへのアクセスまた

はエネルギーの貧困の緩和に対する定量化された相対的増

加に関する目標を掲げるものとします。 

 
 
 

6.1 

各地域の属性の関連するターゲ

ットについては、本付属書の図

B をご覧ください。 

目標の設定: 目標は、2030年におけるエネルギーへのアク

セスの増加率またはエネルギーの貧困の減少率を、それぞ

れにおいて選択した基準年と比較して定義するものとしま

す。 

さらに、地方自治体は、地域的に選択されたエネルギー属

性から、エネルギーへのアクセスに対応してエネルギーの

貧困を緩和する目標を少なくとも 1つ、設定するものとし

ます。 
 

 
 
 
 
 

6.1 

 目標年度: 目標年度（地方自治体が掲げた目標の達成を目

指す年度）は、国別確定拠出金 (NDC) （該当する場合）ま

たは地域／国の誓約で定めたものなど、国のコミットメン

トに合致していなければなりません。 

 
 
 
 

6.1 

 基準年の値: 基準年は国の枠組みまたは地域／国の誓約内

で設定される 1年（該当する場合または利用可能な場

合）、またはエネルギーへのアクセスと貧困評価において

使用される年度とし、その期間内の地方自治体の状況がよ

くわかるように文書化されるものとします。 

 
 
 
 
 
 

6.1 

 活動に対する熱意: 目標を設定する際、地方自治体は、エ

ネルギーへのアクセスを増やすまたはエネルギーの貧困を

減らすための誓約を明示しなければなりません。地方自治

体はこれらの誓約を自らの計画の中で宣言するものとしま

す。 

 
 
 

 
7.1a 

 ユニット: 目標は基準年について比率(%) で報告する必要が

あります。絶対値データが入手できる場合は、署名者が定

量化されたデータに加え、その比率を報告します。 

 

 
 
 

6.1 

  

 

次の「計画バッジ段階」における要件は選択されたすべての地域／属性について評価しま

す。 

 

EAPPバッジ 
段階 

CRF 要件 CDP-ICLEI Track 質

問番号 
 
 

計画 

地方自治体は、気候行動の緩和、適応

（気候変動による被害からの回復力）お

よびエネルギーへのアクセスまたは貧困

に対する計画を策定するものとし、その

形態は個別または組み込み型であるかを

問いません。 

 

 
 
 

7.1/7.1a 

 緩和計画や適合計画と同様に、EAP単独

の計画または統合された気候行動計画の

EAP条項には、以下の情報を含めるもの

とします: 

 
 

下記を参照 
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 計画を正式に承認した地方自治体名と承

認日。 

 

 
7.1a 

 地方自治体の筆頭著者チーム／行動計画

担当／調整チーム 

 
7.1a 

 利害関係者が関与するプロセスの説明 

 

 
7.1a 

 この行動は自身の管轄区域のエネルギー

へのアクセスまたは貧困の目的に貢献し

ているか（エネルギーへのアクセス目標） 
 

 
 

8.1/9.1 

 優先分野の全行動（エネルギーと貧困評

価で特定されたものおよびその他の柱の

評価から間接的に特定されたもの） 

 

 
 

7.1a 

  

各行動についての説明 

 

 
8.1/9.1 

 緩和、適応行動およびエネルギーへのア

クセスの相乗効果、トレードオフ、およ

びコベネフィット。 

 

 
 

7.1a/8.1/9.1 

 行動／行動地域／分野のそれぞれにおい

て、行動計画では以下の情報を提供し 
ます: 

 

 
 

下記を参照 

 行動／行動地域／分野に関する簡単な 
説明 

 

 
8.1/9.1 

 省エネ、再生可能エネルギー生産、取り

組まれた脆弱性、行動による潜在的な

（選択的な）GHG 排出量の削減  

 

 
 

9.1 

 関連指標および行動の実践が EAP指標の

値にもたらす影響 

 
 

8.1/9.1 

 

 

図 B CDP-ICLEI Trackによる EAPP「ターゲット」への報告方法： ステップバイステップ 

一般目標（全地域属性） 

地方自治体は、SDG7に沿った、エネルギーへの普遍的アクセスに向けたエネルギーア

クセスの相対的増加及び／又はエネルギー貧困の軽減を定量化した目標を採択するも

のとする。目標は、選択した基準年と比較して、2030年のエネルギーアクセスおよび

/またはエネルギー貧困の減少の推定割合を定義するものとする。 

 

また、地方公共団体は、地域ごとに設定されたエネルギー属性の中から、エネルギーア

クセスに対応し、エネルギー貧困を緩和する目標を少なくとも 1つ設定するものとす

る。地方自治体は、以下に報告するターゲット一覧からターゲットを選択すること。 
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地域属性 地域 関連ターゲット 
 
 
 
 
 

サステイナブル・エ

ネルギー 

 

日本 

 

ラテンアメリカ 

 

中近東・北アフリカ 

 

大韓民国 

 

中国 

 

東アジア 

1. 地域バウンダリー7 内の再生可能エネ

ルギー源（RES）の設置容量を増や

す。 

2. 地域境界内で RES から発生する総エネ

ルギーを増やす  

3. RES によるエネルギー消費を増やす  

4. クリーンな調理用燃料と技術を利用で

きる自治体内の世帯を増やす。 

5. あなたの街で消費される熱エネルギー

（冷暖房）のソースミックスの "グリ

ーン度向上" 

 
 
 
 
 
 

セキュアなエネルギ

ー 

 

 

 

南アジア 

 

東南アジア 

 

サブサハラ・アフリカ 

東アジア 

 
 

1. 2030 年までに、利用可能な電力の平均

持続時間を、その基準年に対して増加

させる。 

2. 2030 年までに、電力にアクセスできる

人口または世帯の割合を、基準年比で

増加させる。 

3. 一人当たりの年間平均エネルギー消費

量を "改善 "する（使用するエネルギー

サービスのレベルや質には影響を与え

ない）。 

 
 

アフォーダブル・エ

ネルギー 

東欧・中央アジア 
 

西ヨーロッパ・欧州連合 

 

北アメリカ 

 

大韓民国 

 

オセアニア 

1. エネルギー貧困に直面している世帯ま

たは都市の境界内の人口の割合を減ら

す。 

2. 建物のエネルギー効率を高める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


